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シ
ヨ

治
十
三
年
十
月
苦
悩
仇
の
公
桝
を
前
さ
れ
、
二
十
一
年

四
且
今
の
地
に
判
じ
た
。

シ
ョ
ウ
ネ
ン
ジ
正
念
寺
石
川
仰
安
吉
に
在
コ

て
、
真
宗
一
以
仮
に
邸
七
、
明
治
十
二
年
苛
悦
の
公
黙

を
泊
さ
れ
た
。

シ
ョ
ウ
ネ
ン
ジ
正
念
寺

羽

咋

市
中
山
に
在
っ

て
、
ロ
院
宗
東
一
政
に
胤
す
る
。

シ
ョ
ウ
ネ
ン
ジ
稿
念
寺

閥
均

m
m油
に
在
っ

て
、
同
叫
宗
取
仮
に
印
刷
す
る
。

シ
ョ
ウ
ネ
ン
ジ

照
念
寺
臥
京
消
宅
川
に
在
っ

て
、
長
宗
東
訴
に
脳
す
る
。

ジ
ヨ
ウ
ネ
ン
ジ

静
念
寺
江
川
引
柿
大
地
寺
に
在

っ
て
、
国
叫
宗
束
振
に
脳
し
、
明
治
十
二
年
七
月
司
川
慌

の
公
務
を
泊
さ
れ
た
。

ジ
ヨ
ウ
ネ
ン
ジ
常
念
寺

能

尖

川一
川
蛍
に
在
っ

て
、民
宗
東
一
献
に
幽
す
る
。
も
と
滋
射
で
あ
っ
た
が
、

明
治
イ
二
年
六

H
寺川
慌
の
公
釈
を
詐
さ
れ
た
。

ジ
ヨ
ウ
ネ
ン
ジ
常
念
寺

河
北
川
大
必
に
在
っ

て
、
由
民
宗
市
川
一
振
に
凶
ず
る
。
明
治
二
年
寺
蹴
の
公
務

作
。泊
さ
れ
た
。

ジ
ヨ
ウ
末
ン
ジ
常
念
寺

四
一
主
邸
側
地
に
在
っ

て
、
園
出
宗
京
一
献
に
出
す
る
。

ジ
ヨ
ウ
ネ
ン
ジ

柔
念
寺
臨
品
川
能
積
却
下
に

在
っ
て
、
民
宗
附
祇
に
M
叫
す
る
。

山
川
町
は
明
日
…山
。

ジ
ヨ
ウ
ノ
ウ
定
納
」
ジ
ヨ
ウ
メ
ン
定
必
。

ジ
ヨ
ウ
ノ
ガ
ハ
じ
ゃ
う
の
川

胞

μ
川
小
竹
な

る
一
之
財
よ
む
椛
川

L
、
上
初
で
凶
川
に
w
m
A
H
ふ。

続
桜
四
粁
泊
。

ジ
ヨ
ウ
ノ
ヲ
チ

錠
之
口

滞
供
出
町
中
の
奥
向
と

訟
と
の
続
押
を
錠
之
ロ
と
い
ひ
、
出
世
向
か
ら
去
へ
用

向
を
泌
ぜ
ん
と
す
る
に
は
、
鈴
を
明
ら
し
て
一也
管
の

士
を
喚
ぶ
の
で
あ
っ
た
。
医
凶
の
男
子
は
決
し
て
こ

こ
か
ら
内
へ
は
入
ら
な
い
。

ジ
ヨ
ウ
バ
ン
ア
シ
ガ
ル
定
番
足
軽
前
川
利
指

の
時
、
足
制
刊
の
老
紛
の
V
H
に
三
人
扶
持

・
銀一泊
十
目

を
脳
は
白
、
斑
稀
の
み
を
動
的
し
め
て
之
を
定
番
足

利
と
い
う
た
。
定
殺
の
名
門
は
こ
れ
か
ら
初
っ
た
と

い

か。

一
設
に
、
小
幡
宮
内
の
別
代
を
勤
め
た
時
、

新
容
を
お
抱
へ
て
以
内
の
直
番
を
な
き
し
め
た
が
起

本
で
あ
る
と
も
い
」
。
元
政
三
年
九
且
什
七
日
初
め

て
野
村
勘
兵
街
頭
徳
等
凶
人
を
定
番
聞
と
し
、
定
番

目印姐
二
制
施
を
倒
せ
し
め
、
又
定
論
御
歩
臨
す
を
支
配

す
べ
き
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
が
、
こ
の
畔
組
附
の
足

腕
一
組
に
十
七
人
で
あ
っ
た
o
間
十
一
年
定
番
足
般

を
組
附
問
心
と
改
め
た
。
是
は
日
時
刻
に
吉
川
聞
係
左

衛
門
支
配
定
番
足
般
と
い
ふ
の
が
あ
っ
た
の
と
混
同

シ
ョ
ウ
パ
イ
ヒ
ヤ
テ
シ
ユ
松
梅
百
首

一
加
。

前
川
鼠
烈
が
、
貸
出
間
二
年
二
且
官
公
八
百
五
十
年
祭

に
日
っ
て
、
松
五
十
尚
・
勝
五
十
首
の
似
を
詠
じ
、

小
松
郊
外
の
抑
天
榊
に
奉
納
し
た
も
の
で
あ
る
。

シ
ョ
ウ
ハ
歩
サ
ン
小
白
山

l
コ
ジ
ラ
ヤ
マ

イ
長
，u
。

シ
ョ
ウ
ハ
タ
ザ
ン
小
白
山

J
チ
ョ
ウ
ハ
タ
サ

y

門町出
山
。

ジ
ヨ
ウ
パ
ン
定
番
定
拾
御
馬
畑
地
・
定
番
御
歩
・

定
稀
足
腕
な
ど
の
定
格
と
い
ふ
こ
と
は
、
足
慨
を
以

て
附
矢
と
す
る
と
い
ふ
。
山
由
紀
に
城
袷
と
も
憩
い
て

あ
る
か
ら
、
定
は
同
刊
の
印
字
で
あ
ら
う
と
い
は
れ

る。
ジ
ヨ
ウ
ノ
ミ
ネ

城
ノ
峰
河
出
郷
町
，
谷
の
部
百
聞

か
ら
雨
方
に
近
い
山
。
向
さ
一
入
九
米
。
地
悦
第
三

紀
脳
。シ

ョ
ウ
パ
イ
ゴ
エ
ン
松
梅
語
図

三
問
。
叡
知
一

信
街
活
。
徳
川
氏
と
前
川
氏
と
の
故
事
来
阪
を
記
載

し
て
、
次
に
後
初
録
中
に
恥
げ
た
ぷ
話
を
欽
巡
し
で

あ
ろ
。

を
避
け
る
鉛
と
思
は
れ
る
が
、
川
田
左
衛
門
は
正
徳
二

一
い
う
た
が
、
延
資
五
年
三
同
月
定
脅
御
川
内
相
坦
御
諮
問
を

年
に
裂
し
、
そ
の
跡
組
の
定
議
足
慨
は
、
平
保
十
一

一
回
む
い
て
こ
の
峨
を
憎
め
た
。
元
称
三
年
九
月
二
十
七

年
留
守
民
物
問
附
足
艇
に
制
判
じ
た
か
ら
、
組
付
同
心

一
日
改
め
て
附
制
約
勘
共
街
一京
徳
・平
附
泊
左
術
門
続
行
・

を
ま
た
抽
出
の
如
く
定
者
足
艇
に
復
し
た
と
見
正
、
以

一
北
川
庄
右
術
門
・
有
到
甚
六
郎
政
斑
に
定
殺
到
を
命

来
辿
約
す
る
。

一
じ
、
役
料
三
百
石
、
足
腕

・
小
者
各
辺
人
を
奥
へ
、

ジ
ヨ
ウ
バ
ン
ウ
マ
マ
ハ
リ
グ
ミ

定
番
馬
廻
組

一
一
人
に
定
帯
御
府
組
二
組
と
信
組
胤
一
力
二
人
(
笹
川

市
尚
治
二
年
御
馬
廻
組
百
武
十
一ね
以
下
の
而
止
を
定
番

一
は
一
人
)
・定
限
十
七
人
ハじ
人
弓
・
十
人
間
〉
内
小
問

御
馬
廻
と
川
町
し
、
共
の
組
制
に
三
輸
際
兵
術

・
前
閃

一
二
人
を
山
田
せ
し
め
、
Uλ

定
番
御
歩
の
支
配
を
命
ぜ
ら

入
左
術
門
・
寺
問
中
士
服
三
人
を
命
じ
た
が
、
そ
の
後

一
れ
た
。

概
〈
人
政
を
噌
L
、
天
和
二
年
に
は
八
組
と
な
っ

一

ジ
ヨ
ウ
バ
ン
ガ
シ
ラ
ナ

Z

定
春
闘
並

定
者
問

た
o
定
諮
問
山
一
人
は
そ
の
二
組
を
統
べ
、
各
一
組
の

一
の
符
辿
を
焚
く
る
も
の
o
安
永
四
年
九
且
品
目
一
日
三

只
政
は
御
番
開
共
二
十
人
を
以
て
成
立
つ
。
定
番
脂

一
宅
椛
左
街
門
正
直

・
中
村
瓜
右
衛
門
野
二
人
に
命
ぜ

抽
出
に
邸
す
る
も
の
は
‘
中
頃
百
抗
，1v但
以
上
の
者
も

一
ら
れ
た
に
初
っ
て
、
役
科
三
円
石
を
給
せ
ら
れ
た
。

あ
っ
た
が
、
後
附
は
又
皆
百
五
十
行
以
下
と
し
、
一
二

そ
の
後
時
々
こ
の
加
が
あ
る
。

百
石
と
百
八
イ
一
台
な
る
も
の
倣
か
に
二
家
あ
る
の
み

一

ジ
ヨ
ウ
パ
ン
カ
チ
定
番
歩

瓜
泊
二
年
制
外

で
あ
っ
た
。

一
御
小
々
将
(
歩
小
々
将
欺
〉

・
御
歩
の
巾
か
ら
老
年
の

ジ
ヨ
ウ
パ
ン
ウ
マ
マ
ハ
リ
パ
ン
ガ
シ
ラ
定
番
馬

一
者
三
十
人
に
、
東

J

丸
御
橋
町
に
勤
務
せ
し
め
た
に

廻
番
頭

延
資
五
年
三
月
十
六
日
笹
川
m
九
郎
兵
衛

・
一
起
。
、
知
行
を
協
は
っ
た
占
有
も
あ
っ
た
が
、
延
自
に

抑
制
限
長
兵
衛
安
次
・三
島
彦
右
街
門
・石
野
五
兵
衛
氏

一
主
っ
て
切
米
四
十
依
に
定
め
ら
れ
た
。
防
防
は
初
は

久
・久
附
平
助
和
問
小
右
術
門
正
民
六
人
に
定
窃
御

一
定
諮
問
に
、
延却は
.1
年
定
布
市
川
の
雌
ぜ
ら
れ
る
に
政

府
廻
御
番
頭
を
命
ぜ
ら
れ
、
役
料
再
石
'
処
を
協
は
っ

一
ん
で
定
帯
御
出
向
廻
御
諮
問
に
、
元
称
三
年
以
降
叉
定

た
に
初
る
。
八
年
十
一
月
二
十
九
日
府
組
八
郎
左
術

一
番
町
に
叙
し
た
。
笹
川
は
三
十
悦

・
三
十
五
依
又
は

門
安
成
が
之
に
任
じ
、
天
和
二
年
九
月
二
十
七
日
捜

一
一点
十
依
な
る
も
あ
っ
た
。

設
市
兵
衛
(
久
山
刊
死
亡
代

Y
前

mMT左
衛
門
正
立
(
=
二

ジ
ヨ
ウ
パ
ン
カ
チ
コ
ガ
シ
ラ
定
番
歩
小
頭

瓜

応
死
亡
代
Y
河
野
四
郎
右
衛
門
が
命
ぜ
ら
れ
て
入
人

一
治
二
年
定
格
御
歩
を
む
い
た
時
、
定
指
御
歩
小
一刊
を

と
な
る
。
今
年
初
め
て
定
番
御
山
内
廻
を
入
組
と

L
、

一
東
郷
典
次
右
衛
門
・山
町
市
左
衛
門
・
川
口
宇
兵
衛
三

一
純
一
人
宛
と
な
り
、
元
称
三
年
定
番
凶
凶
人
を
山
前
二
人
に
命
ぜ
ら
れ
た
。
政
文
年
中
よ
0
切
米
の
者
に
は

き
、
番
頭
二
人
宛
之
に
邸
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
併

一
新
知
百
石
を
賜
は
る
こ
と
に
な
り
、
延
詑
・点
本
以

L
番
一
聞
に
組
を
預
け
た
の
で
は
な
い
。

一
後
は
四
人
と
な
り
、
後
人
数
一
定
せ
ず
、
明
和
元
年

ジ
ヨ
ウ
パ
ン
ガ
シ
ラ
定
番
顕
町
治
二
年
初
め

一
よ

o
x四
人
と
な
0
、
天
川
八
年
二
月
中
村
少
兵

て
定
番
御
山
内
迦
を
置
い
た
時
、
寺
西
小
沢
潟
伊
安
・=
二

街
、
文
化
六
年
十
H
A
制
問
伊
兵
衡
の
命
ぜ
ら
れ
る
に

輪
際
兵
衛
官
次

・
前

m入
左
衛
門
に
支
配
を
命
ぜ
ら

一
及
び
六
人
と
な
っ
た
。

れ
た
に
起
り
、
定
者
孤
と
も
定
番
御
府
組
裁
前
と
も

一

ジ
ヨ
ウ
パ
ン
カ
チ
コ
ガ
シ
ラ
ナ
ミ
定
番
歩
小
頭

四
O
四


